
障害者の所得保障  

0 20歳前に障害状態となった障害児については、20歳に達するまでの間、特別児童扶養手当がその子を扶養す   
る親等に支給される。この子が20歳に達した後は、国民年金より、障害基礎年金が本人に対して支給される。  
（ただし本人の所得に基づく所得制限がある）  

0 20歳以後に障害状態になった者に対しては、国民年金から障害基礎年金が本人に対して支給される（厚生年   
金加入者の場合、これに合わせて、障害厚生年金も支給される）。  

○ いずれの場合も、年金額は満額の老齢基礎年金と同額（障害等級1級の場合には、1．25倍の額）であり、障害   
基礎年金の受給者は、国民年金の保険料は全額免除される。  

20歳前  

く．Jl   



パート労働者に対する厚生年金の適用範囲  

＊第1号被保険者には、年収130万円以上の被用者の被扶養配偶者のほか、年収を問わず、   
独身者や自営業者の家族などが含まれる。  

（注）拡大に伴う影響人数（合計約40万人）は、一定の前提を置いた粗い試算  
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聯ための  

厚隼年草保脚部を改正する法律案の概要  

1．法律案の趣旨  

○ 被用者年金制度の一元化については、平成18年4月の閣議決定及び12月の政  
府・与党合意に基づき、制度の安定性・公平性を確保し、公的年金全体に対する  
国民の信頼を高めるため、共済年金制度を厚生年金保険制度に合わせる方向を基  
本として行う。これにより、民間被印章、僻旦二  
保険料、同丁給付を実現する。  

2．法律案の概要  
（1）主要事項  

①被用者年金の大宗を占める厚生年金に、公務員及び私学教職員も加入することと  
し、2階部分の年金は厚生年金に統－。  

②共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消。  

共済年金にある遺族年金の転給制度や地方公共団体の長の加算特例は廃止、等。  

60歳台前半の公務員OB等に係る在職中の年金支給額の減額方法について、より厳しい  
減親方法（現行の厚生年金の取扱い）に統一。  

③共演年金の1t2階部分の保険料を引き上げ、厚生年金の保険料率（上限18．3％）に統－。  

・平成22年から引き上げ、公務員共済は平成30年、私学教職員は平成39年に統－。  

④事務組織については、効率的な事務処理を行う観点から、共済組合や私学事業団  
を活用。また、制度全体の給付と負担の状況を国の会計にとりまとめて計上。  

⑤共済年金にある公的年金としての3階部分（職域部分）は廃止。  

新3階年金については、平成19年中に検討を行い、その結果に基づいて別に法律で  
創設し、職域部分の廃止と同時に実施するという趣旨を規定（附則）。  

⑥追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について本人負担の差に着目して  
27％引下げる。ただし、－定の配慮措置を講じる。（文官恩給、旧三共済も同様）  

（2）その他  

（彰被用者年金制度の一元化の対象とする「被保険者」の範囲の見直し。  
（パート労働者に対する社会保険の適用対象範囲の拡大）  

「所定労働時間20時間以上」、「賃金月額98，000円以上」、イ勤務期間1年以上」の3  
基準を全て満たすパート労働者（学生除く）に拡大。別に法律で定める日までの問、従  
業員30P人以下の中小零細事業所の事業主に使用されるパート労働者は猶予。  

② 企業年金に係る規定の整備等。  

3．施行時期  
原則、平成22年4月1日（一部は平成23年4月1日等）。  
パート労働者に対する適用拡大については、平成23年9月1日。  
追加費用及び文官恩給の減額については、平成20年4月1日。  

※ 本法案は平成19年4月13日、第166回通常国会に提出され、継続審議の取扱  
いとされている。  
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「社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレーション」より抜粋  

影鮎戯塾睦を監匙た  

○週所定労働時間20時間以上の短時間労働者を厚生年金適用とした場合。   

※対象者数は310万人程度（このうち第1号被保険者からの適用対象者は4割程度）と推定。  

厚生年金財政の  厚生年金財政の  
対象者の総報酬月額の平均   p保険料収入の増加  支出の増加   

収支差の変化  

（労使合計）①  ②  （①－②）   

6万円と仮定する場合   4，100億円   4，800億円   △700億円   

8万円と仮定する場合   5，400億円   5，600億円   △200億円   

10万円と仮定する場合   6，800億円   6，400億円   400億円   

（注1）平成18年度における厚生年金全体の保険料収入は21．0兆円、支出（実質的な支出総費用額）は32．2兆円。  
（注2）6万円、8万円のケースは、現行の標準報酬月額の下限（98，000円）を見直して適用することを想定している。   

○上記の半数（155万人程度）を厚生年金適用とすると影響額も半分程度（次表のとおり）となる。  

厚生年金財政の  厚生年金財政の  

保険料収入の増加  支出の増加   
収支差の変化  

対象者の総報酬月癖の平均  

（労使合計）①  ②  
（①－②）   

6万円と仮定する場合   2，000億円   2，400億円   △400億円   

8万円と仮定する場合   2，700億円   2，800億円   △100億円   

10万円と仮定する場合   3，400億円   3，200億円   200億円   

※日本労働組合総連合会の提言では、「当面は、適用基準を労働時間要件「2分の1（20時間）以上」、ないし年収要件「65万円以上」（給与所得控除の最低保  
障祖）として、いずれかの要件に該当すれば、厚生年金を適用する0」となっている0   





国民年金保険料の事業主が天引きする場合のフロー【案1】  

（例）6月に雇い入れした場合  

6月  7月  8月  9月  

⑤7月保険料 ⑥7月保険  

②雇用情報の届け出  ④判定結 の給料から 料納付告知  

【10日】  果の連絡 天引き  書   

⑤8月保険 ⑥8月保険  

料の給料か 料納付告知  

ら天引き  書   

1号被保険者  

の届け出）  
雇入れ  



※現行の納付受託制度では、保険料取扱事務手数料契約を結んでいる。（コンビニの場合、51円／1件）  

※収納から国庫納入までに滞留日数があるコンビニについては、債務保証契約をしてもらっている。   



女性第1号被保険者の就業状況  

女性第1号被保険者の就業状況をみると、自営業者グループ（自営業主・家族従事者）  
に属する層は2割程度であり、無職（36．7％）、臨時りく1ト（30．1％）の占める割合  
が高くなっている。  

3・6％  7．8％  

（参考）男性第1号被保険者の就業状況  

国自営業主  

田家族従事者  

□常用雇用  

□臨時リベート  

■無職  

口不詳   

16．2％  

30．1％  

【資料出所】  

社会保険庁「平成17年国民年金被保険者実態調査」をもとに  

厚生労働省年金局にて作成．   



児童のいる世帯における母親の就労状況  

仁仕事あり（58・7Ⅹ）  仕事なし  ⇒ 

0Ⅹ  2帽  40冨  6膵  80Ⅹ  10DX  

○児童のいる世帯の母の仕事の有   

無をみると、「仕事あり」は58．7％と   
なっている。  

○特に末子が0～3歳の間において、   

出産■育児に伴い自営業・家族従   

事を含めて就労から離脱する母親   

が多いことが推察される。  

【資料出所】  

厚生労働省  
平成18年国民生活基礎調査の概況   

その他の雇甫著  そのf但   

ミ塵：り「そ・の他のI∈．嗣者」にはミ厄；全書土色、き聖拘H：良一嘱託を、「自営薫主等」には麦族i註糞者を、  
「その他」には金手土■団体等の鰐旦、慕慮内職者を含む。  

2）号のし1なし1世帯及び「今の仕事の有無不喜￥」は隙く。  



子どもの年齢別子育てコストと妊娠・出産コスト  

1．0歳児の子育てコストと妊娠一出産コスト  

0歳児の平均的な子育てコストの年間総額は、約50万6千円、妊娠・出産コストの平均金額は、約  
50万4千円である。妊娠一出産と0歳児の子育てコストを合計すると、約100万円の支出となる。  

国表 0歳児の子育てコスト  

糞貞  平均額（円）   

ベビー用品・衣料  198．802  

家具・寝具類  23，2亡i8  

生活用晶・器具、消耗品  100．087  

衣類  75．2ヰ7   

育児費  132，9柑  

食堂、おやつ  57．8ヰヱ  

保育園栗  】2．93之  

延長保育・夜間保育黄  1．ヰ23  

ベビーシッター・一 時保育発  3．7ヰ3  

その他保育  322  

保健・医療超  38月30  

保健・医療機関窓口での支払嶺   】了．1モ‖  

保健▼医療機関等ま■での交通費   1ヰ．23ヱ  

薬局・薬店等で珊入した医薬品矩   了，417  

教育・娯楽品兜く玩具・CD等こ■  柑．626   

お祝い行事関係発  72，723   

子育てのための預貯金・保険  †01．785   

合計  50＄，Ⅸけ   

図表 妊娠・出産コスト  
の  

費目  平均籠（円）   

出産費  454．833  

定期検診（交通費を含む1   90．215  

分娩・入院   364．6t8   

妊娠期間中の出産準備隻  4臥849  

妊婦用晶1衣料等   25．215  

妊娠中の運動・学習等   6朋0  

妊娠中の家事・育児補助関連   臥2別  

胎教用品・教室等   800  

里帰り出産   7．965  

妊娠・出産前彼の交通費   2．388   

合計  508．883  



2．1歳～6歳児の子育てコスト  

1歳～3歳の子育てコストは50万円前後、4歳～6歳の子育てコストは65万円  
前後となっている。1～6歳の子育てコストの平均額を合計すると、約340万円である。  

固 1歳～6歳児の子育てコスト  

賞肖  平均数（円）  

■   之鎗   さ欒・   ヰ▲   ∴∴等さ や篠    ●∴二▼   

育児費  引）．499  79．7＄6  104．738  105．83  121．083  109．丁70  （氾1．朋1  

烏龍、おやつく給食以外J  86、83¢  60．128  87．∝）一l  67．糾  9l．813  8こI．098  叫5、221  

保僻・底地蔵  封．16l  l諷陀8  17．734  88．】9  30．¢70  ヱ6．672  158ノー6  

保健・防塵機鯛窓口での支払級   1ヰ．919  1乙899  lZ．504  31、さ8  19．0Tl  柑．505  109．う朋  

保健〃匡蹄機関等までのま過賞   2，9閏  ヱ．TO5  乙0丁ヰ  乙21   5．伊ほ  3．0丁3   】玖与89  

某局・薬店串で嫌入した医薬品塵   6．333  ヰ．22ヰ  3．156  射拍   5，384  5．89ヰ  2臥Z8了   

子ども用品・衣料費  122．6a3  115．459  85．832  80、85  78．糾2  88．℡15  573．23  

衣類  針＝訳和  36．錮1  40、00ヰ  ヰ乙1ヱ  ヰ2．34了  39．了了9  2ヰ2．柑  

生活用品傭兵、消耗品、家具漁  石591ヰ  35．朗6  23．55ヰ  1乙79  10．582  13．55ヰ  152．ヱ8  

おもち申▼遊び退異類  ヱ2月19  ヰ0．518  18．33ユ  2（〉＿0さ  柑．Z7l  2l．815  14l．6ヰ  

文且・学習用品跨  2．01¢  J．81ヰ  3．941  5．84   乱3ヰ2  13．9ぢ了   ユ7＿l19   

幼稚卿・保育馳駆係★ g0．188  9丁．192  155．81了  25さ．87  27丁．3ヰ¢  249，732  1．128．9ヰ5  

幼稚園・保帝阻費用  犯．耶11  引．183  川4．487  ヱ銅．26  2Tl．20ヰ  243．336  1、0丁6．563  

延長保育・夜間保育費  l．12l  ヱ．め2  3．こ氾5  ユ．601l  ヰ．TT5  ヰ、599  20．ヱ06  

ベヒ一－シッター▼一時侠宵媒  ヰ、T15  t2．りヰ6  丁．03ヱ   99l  l．柑2  l＿7ミi8  27、＄鍼  

その他保育  Z】2引  1．1引   丁93   1J   215   4了   1＋19   

幼稚瀾・保育園以外での教育♯  21．867  6りモ川  ヰヱ．丁55  39．22  ヰ臥2ヰ1  55，315  288．39  

響い事、おけいこ  2、TTl  8．尉9  Z4，031  Z8．83  3き．朗8  4ヰβ21  川7．糾  

萩野教育相品・通偵赦帝焚  1臥・柑さ  詑．521  柑．471  12．之9   7．94ヱ  10．ヱ86  12¢．¢0  

手ども会・体腺活動・地域活動  110   124   2S3   92   嶋1   188   1．138   

おこづかい  29   1ヰ   ウ   308  1，081  l．ヰ95   2．936   

お祝い行事明係僕  29、t44  2J．612  29．9柑  30．771  30．4う7  3l．＄23  1丁5．引   

子育てのための汗貯金・保険  12¢．914  137．826  97．ヰ46  104．ヰ4  l（‖，う98  97，3班  659．柑1   

合計  一朗、77ヰ  引ヰ．81】  与18．調  脚．3 郎． 朗ヰ．2小    8、408．82   

【資料出所】  

財団法人 こども未来財団  

「子育てコストに関する調査研究」（平成15年3月）   
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各国の家族関係社会支出の対GDP比の比較（2003年）  
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（資料）OECD；SociaIExpenditureDatabase2007（日本のGDPについては内閣府経済社会総合研究所「国民経済計算（長期時系列）」によるo   



仕事と生活の調和の実現と希望する結婚や出産・子育ての実現を  

支える給付・サービスの社会的なコストの推計  

児童■家族関連社会支出額（19年度推計）  

約4兆3，300億円  
推計追加所要額1．5～2．4兆円  

（Ⅰ約1兆800億円～2兆円 Ⅱ2，600億円 Ⅲ1，800億円）  （対GDP比0．83％ 欧州諸国では2～3％）  

Ⅰ朋支える支援  

関連社会支出額（19年度推計）約1兆3，100億円   ＋＞ 追加的に必要となる社会的コスト ＋1兆800億円～2兆円  

○未就学児のいる就業希望の親を育児休業制度と保育制度で切れ目なく支援（特に3歳未満の時期）  

・第1子出産前後の継続就業率の上昇（現在38％→55％）に対応した育児休業取得の増加   

t O～3歳児の母の就業率の上昇（現在31％→56％）に対応した保育サービスの充実（3歳末満児のカバー率20％→38％、   

年間5日の病児・病後児保育利用）  

・スウェーデン並みに女性の就業率（80％）、保育（3歳未満児）のカバー率（44％）が上昇、育児休業や保育の給付水準   

を充実した場合も推計  

○学齢期の子を持つ就業希望の親を放課後児童クラブで支援  

・放課後児童クラブの利用率の上昇（現在小1～3年生の19．0％→60％）  

Ⅱ すべての子どもの健やかな育成を支える対個人給付・サービス  

関連社会支出額（19年度推計）約2兆5了00億円   ＋＞ 追加的に必要となる社会的コスト ＋2，600億円  

○働いているいないにかかわらず一定の一時預かりサービスの利用を支援  

・未就学児について月20時間（保育所利用家庭には月10時間）の一時預かり利用に対して助成   

Ⅲ すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組  

関連社会支出額（19年度推計）約4，500億円  う  追加的に必要となる社会的コスト ＋1，800億円  

○地域の子育て基盤となる取組の面的な推進  

・望ましい受診回数（14回）を確保するた吟の妊婦健診の支援の充実・全市町村で生後4か月までの全戸訪問が実施   

■全小学校区に面的に地域子育て支援拠点が整備・全小学校区で放課後子ども教室が実施（「放課後子どもプラン」）  

＝＝抑ニ二＝＝∵呉■L「ごエIつd▼  二’iMワ『■＝＝■一三∴∵二＝ニニ「■一瞥丁て㌧1町詔F   



※「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、取組が進んだ場合に達成される水準として設定され   
る10年後の数値目標と整合をとって試算している。  

※これは、現行の給付・サービス単価（利用者負担分を含まない）をベースにした試算であり、質の向上、事業   

実施主体の運営モデル・採算ベース、保育所や幼稚園の保育料等利用者負担などの関係者の費用負担の   
あり方等については勘案していない。  

※児童虐待対応、社会的養護や障害児へのサービスなど、特別な支援を必要とする子どもたちに対するサー   

ビスの費用の変化に関しては、この推計には含まれていない。  

※これは、毎年ランニングコストとして恒常的に必要となる額を推計したものであるが、これらのサービス提供の   

ためには、この恒常的な費用のほかに、別途施設整備や人材育成等に関してのコストを要する。  

※現在の児童数、出生数をベースにした推計であり、この費用は児童数、出生数の増減により変化する。なお、   
3歳未満児数でみると、平成18年中位推計では現在と比べて10年後で8割弱、20年後で約3分の2の規模に   
減少するが、国民の結婚や出産に関する希望を反映した試算では10年後で95％、20年後でも93％の規模   

を維持する。  

※児童手当については、別途機械的に試算。   




